
Ｐ 節項 修正後 修正前 備考

22 災害対策本部組織図

避難所チーム
　福祉監査室
　福祉総合支援センター
教育チーム
　学校施設整備課

避難所チーム
　福祉生活相談センター
教育チーム
　学校統合推進室

修正

27 事務分掌　避難所チーム
福祉監査室
福祉総合支援センター

福祉生活相談センター 修正

27 事務分掌　教育チーム 学校施設整備課 学校統合推進室 修正

43
市の取組み
３　伊勢市防災マップ

●津波ハザードマップ：平成23年度　防災堤等の施設がないとした場合
M=9.0
●洪水ハザードマップ：宮川・勢田川・五十鈴川・五十鈴川派川・松下川・
桧尻川・汁谷川・横輪川・外城田川・大堀川・相合川・有田川・笹笛川・江
川
●高潮ハザードマップ
●内水ハザードマップ
●土砂災害ハザードマップ

●津波ハザードマップ：平成23年度　防災堤等の施設がないとした場合
M=9.0
●洪水ハザードマップ：宮川・勢田川・五十鈴川・外城田川・大堀川・江川
●土砂災害ハザードマップ

追加

109

第3編　公助
第2章　災害発生・活動体制の立ち上
げ
第1節　都市の防災機能強化計画

効率的手法導入推進基本調査 都市部官民境界基本調査 修正

120

第3編　公助
第3章　災害発生・活動体制の立ち上
げ
第4節　受援体制の確立

応急対策職員派遣制度
被災市区町村応援職員確保システム 修正
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Ｐ 節項 修正後 修正前 備考

14
第４節　時間差発生時における円滑な
避難の確保等

①南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急
対策に係る措置

上記の対応を行うため、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場
合は、情報収集等の警戒態勢をとるため、災害対策本部配備基準に基づ
き、第１配備体制（災害対策本部は設置）とします。

①南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合における災害応急
対策に係る措置

上記の対応を行うため、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場
合は、情報収集等の警戒態勢をとることとします。

修正

15
第４節　時間差発生時における円滑な
避難の確保等

③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合における災
害応急対策に係る措置

上記の対応を行うため、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表さ
れた場合は、情報収集等の警戒態勢をとるため、災害対策本部配備基準
に基づき第２配備体制とします。

②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合における災
害応急対策に係る措置

上記の対応を行うため、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表さ
れた場合は災害対策本部設置基準に基づき第２配備体制を取り、情報収
集等の警戒態勢をとることとします。

修正

15
第４節　時間差発生時における円滑な
避難の確保等

②南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合における災
害応急対策に係る措置

上記の対応を行うため、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表さ
れた場合は、情報収集等の警戒体制をとるため、災害対策本部配備基準
に基づき、第1配備体制とします。

③南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合における災
害応急対策に係る措置

上記の対応を行うため、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表さ
れた場合は南海トラフ地震警戒体制をとり、情報収集等の実施を行いま
す。

修正

16
第４節　時間差発生時における円滑な
避難の確保等

＜開設避難所一覧＞
23　二見浦小学校・二見中学校　伊勢市二見町光の街907-7

新規追加 新規追加

Ｐ 節項 修正後 修正前 備考

20 第９節　消防活動に関する計画
１　市が実施する対策
① 消防職員・消防団員の非常招集を行うとともに消防車両の積載器具等
の資機材を点検、増強し、警戒体制の強化を図ります。

１　市が実施する対策
① 消防職員・消防団員の非常召集を行うとともに消防車両の積載器具等
の資機材を点検、増強し、警戒体制の強化を図ります。

修正

南海トラフ地震防災対策推進計画

伊勢市地震防災強化計画
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